
保管振替制度における単元未満株式買取請求について

平成18年12月5日
株式会社証券保管振替機構

１．制度について

２．機構年間取次状況

３.請求フロー

＜参加者＞

　①実質株主
　　　『単元未満株式買取請求書』提出

　②参加者
　　　機構へ『単元未満株式買取請求書』他提出

＜機構＞

　①取次ぎ受付
　　　午前9時～午後3時30分
　　　　　　　　　　

　③搬送業者へ搬送依頼
　　　搬送袋に入った『単元未満株式買取請求書』他
　　　の搬送業者への引渡し

　　　　　　　　　　搬送
　　　　　　　　　　　　
＜発行会社（買取請求受付場所）＞※通常は株主名簿管理人

　①受付
　　　　買取請求効力発生
　②買取代金の取扱
　　　　○買取価格の決定（Ｘ＋２）
　　　　　　　効力発生日の最終の市場価格

　　　　○買取代金の支払い
　　　　　　　（価格決定から６営業日以内）
　　　　　　　指定の銀行口座振込み
　　　　　　　又は郵便振替現金払い

43,257件

平成18年
（11月まで）

24,706件

　②口座残高減額等システム処理

機構受付日
Ｘ

Ｘ＋８
以内

件数 株数

Ｘ＋１

Ｘ＋２

7,778,388株

4,143,429株

平成17年

○　会社法上、単元未満株式の買取請求は、株主が株式会社に対して行うことができる権利で
　　ある（会社法第192条）。

○　会社法の規定を踏まえ、保管振替制度においても、実質株主に対し、その単元未満株式の
　　買取請求が認められており、参加者及び機構（実質株主が参加者であるときは、機構）を
　　経由してしなければならない（保振法第34条）。

○　機構は、実質株主たる参加者自身から又は実質株主たる顧客が参加者を経由して当該参加
　　者から、単元未満株式の買取請求を受けた場合は、これを会社（株主名簿管理人）に取り
　　次ぐ（株券等に関する業務規程第78条）。


